
毎月

25日は

「世界一安心安全
おもてなしのまち京都

市民ぐるみ推進運動」

上京の
安心安全点検日

ヒント　桜と紅葉が同時
に見られます。

前
回
の
正
解
は
北
野
天
満
宮
の
狛
犬
で
す
。

ここはここは
　どこ？　どこ？

第252回

　

正
解
者
の
中
か
ら
、
抽
選
で
３
名

の
方
に
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

　

は
が
き
に
、
答
え
と
住
所
・
氏
名

・
年
齢
・
本
紙
へ
の
感
想
等
（
感
想
は

紙
面
で
掲
載
の
場
合
あ
り
）
を
ご
記

入
の
う
え
、
〒
602
―
８
５
１
１　

上

京
区
役
所
「
か
み
ぎ
ょ
う
」
係
ま
で
。

締
切
り
は
３
月
31
日
（
消
印
有
効
）。

　

多
数
の
ご
応
募
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

北
野
天
満
宮
の
境
内
に

は
牛
像
よ
り
も
多
い
狛
犬

が
十
七
組
も
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
石
像
で
す
が
、

今
出
川
通
に
面
し
た
入
口

の
狛
犬
は
青
銅
製
で
、
八

坂
神
社
西
門
の
青
銅
製
の
狛
犬

と
と
も
に
最
大
級
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

　

昭
和
九
年
に
作
ら
れ
、
そ
の

石
膏
原
型
も
宝
物
館
前
に
残
さ

れ
て
お
り
、
台
石
に
は
漢
学
者

で
あ
る
狩
野
直
喜
博
士
の
銘
文

が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。（
い
）

　２月３日、北野天満宮の「節分
祭」で交通安全と多発している
特殊詐欺被害の防止に向けた啓
発活動を実施しました。
「まつゆとり
 めだつ工夫で事故防止」
　夜間の外出時に身に着ける「反
射材」と「福豆」などを配り、注
意を呼びかけました。
　今後も上京区推進協議会では、
防犯、防災・環境整備、交通安
全の３部会が連携し、「絆で織り
なす　安心安全のまち上京」を
目指し各種団体とともに様々な
活動を行ってまいります。

交通安全等の街頭啓発を実施

問＝地域力推進室まちづくり推
進担当（☎441-5040）

　

軽
自
動
車
税
は
、

毎
年
４
月
１
日
現
在

の
原
動
機
付
自
転
車

（
バ
イ
ク
）
、
軽
自
動

車
等
の
所
有
者
（
所

有
権
留
保
の
場
合
は

使
用
者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
バ

イ
ク
等
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合

は
、
３
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
必

ず
廃
車
及
び
異
動
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。
期
日
ま
で
に
申
告
が

な
い
場
合
、
29
年
度
以
降
も
課
税

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
排
気
量
が
125

㏄
超
の
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
で
、

転
出
や
譲
渡
に
よ
り
他
府
県
ナ
ン

バ
ー
に
変
更
す
る
場
合
は
、
転
出

（
譲
渡
）
先
の
運
輸
支
局
等
で
の

手
続
と
な
り
ま
す
。そ
の
際
に
は
、

本
市
へ
の
「
税
の
廃
車
申
告
」
も

忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
せ

○
原
動
機
付
自
転
車
（
125
㏄
以
下

の
バ
イ
ク
及
び
ミ
ニ
カ
ー
）
及
び

小
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー
ク
リ

フ
ト
、
農
耕
作
業
用
の
も
の
等
）

…
上
京
税
務
セ
ン
タ
ー
（
軽
自
動

車
税
担
当
）（
☎
441
・
５
０
６
８
）

又
は
市
納
税
推
進
担
当
（
☎
213
・

５
４
６
７
）

○
軽
自
動
車
（
三
輪
、
四
輪
）
…

軽
自
動
車
検
査
協
会
京
都
事
務
所

（
☎
050
・
３
８
１
６
・
１
８
４
４
）

○
軽
二
輪
（
125
㏄
超
250
㏄
以
下
）

の
廃
車
…
京
都
府
軽
自
動
車
協
会

（
☎
691
・
６
５
１
６
）

○
軽
二
輪
の
廃
車
以
外
の
変
更
及

び
小
型
二
輪
（
250
㏄
超
）
…
京
都

運
輸
支
局
（
☎
050
・
５
５
４
０
・

２
０
６
１
）

原
動
機
付
自
転
車
、

軽
自
動
車
の
廃
車
申
告
等
は

お
早
目
に

　

市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
親

の
就
業
に
向
け
た
能
力
開
発
の
取

組
に
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

①
自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
事
業

条
件　

市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家

庭
の
親
（
父
又
は
母
）
が
厚
生
労

働
大
臣
指
定
教
育
訓
練
講
座
を
受

講
し
た
場
合

給
付
額　

受
講
費
用
の
60
％
（
上

限
20
万
円
、
下
限
１
万
２
千
円
）

申
請
方
法　

受
講
開
始
前
に
担
当

窓
口
へ
申
請

※
所
得
制
限
あ
り
。
雇
用
保
険
法

に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給

資
格
が
あ
る
場
合
は
対
象
外
。

②
高
等
職
業
訓
練
促
進
給

付
金
等
事
業

条
件　

市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の

母
及
び
25
年
度
以
降
入
学
者
で
あ

る
父
子
家
庭
の
父
が
資
格
取
得
の

た
め
、
法
令
の
定
め
に
よ
る
養
成

機
関
で
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
修
業
す
る
場
合

対
象
資
格　

看
護
師
（
准
看
護
師

を
含
む
。
）
、
介
護
福
祉
士
、
保
育

士
、
作
業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、

歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
視

能
訓
練
士
、
言
語
聴
覚
士
、
製
菓

衛
生
師
、
調
理
師

給
付
期
間　

修
業
期
間
中
（
上
限

３
年
。
た
だ
し
、
23
年
度
以
前
の

入
学
者
は
上
限
な
し
。）

給
付
額　

市
民
税
非
課
税
世
帯
：

月
額
10
万
円
の
給
付
金
と
５
万
円

の
修
了
支
援
給
付
金
、
市
民
税
課

税
世
帯
：
月
額
７
万
500
円
の
給
付

金
と
２
万
５
千
円
の
修
了
支
援
給

付
金

申
請
方
法　

受
講

開
始
後
に
担
当
窓

口
へ
申
請

※
所
得
制
限
あ
り
。
支
給
は
申
請

受
付
日
の
属
す
る
月
以
降
の
分
か

ら
。
定
期
的
に
在
籍
証
明
書
等
の

提
出
が
必
要
。

③
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業

訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業

概
要　

②
を
活
用
し
て
養
成
機
関

に
在
学
し
、
就
職
に
有
利
な
資
格

の
取
得
を
目
指
す
ひ
と
り
親
に
対

し
、
準
備
金
（
限
度
額
：
入
学
時

50
万
円
、
就
職
時
20
万
円
）
を
貸

付
。
連
帯
保
証
人
が
い
る
場
合
は

無
利
子
、
い
な
い
場
合
は
１
％
。

申
請
方
法　

事
前
相
談
の
う
え
、

受
講
開
始
前
に
申
請

※
要
件
を
満
た
す
と
返
還
を
免
除

さ
れ
る
場
合
あ
り
。
５
年
間
従
事

で
き
な
か
っ
た
、
資
格
取
得
で
き

な
か
っ
た
等
の
場
合
は
、
事
由
発

生
の
翌
月
か
ら
返
還
が
必
要
。

問
＝
支
援
保
護
課
（
支
援
第
一
担

当
）(
☎
441
・
５
１
１
９
、
２
階

㉕
番
窓
口)

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
給
付
金
等
に
つ
い
て

上
京
区
地
域

介
護
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー

各
種
教
室
の
ご
案
内

ひ
ら
め
き
塾
（
認
知
症
予

防
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

日
時　

４
月
７
日
〜
６
月
30
日
の

金
曜
日
（
全
11
回
）
１
部
（
14
時

〜
15
時
）、
２
部
（
15
時
15
分
〜

16
時
15
分
）
※
各
部
と
も
同
じ
内

容
。
５
月
５
日
・
26
日
は
休
み
。

場
所　

市
小
川
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
（
小
川
通
今
出
川
下
る
西
入

東
今
町
）

内
容　

認
知
症
に
つ
い
て
の
講

話
、
脳
ト
レ
ク
イ
ズ
、
ゲ
ー
ム
な

ど※
区
内
在
住
の

65
歳
以
上
の
方

が
対
象
。
10
名

程
度
。
参
加
費

無
料
。要
予
約
。

申
込
み　

上
京
区
地
域
介
護
予
防

推
進
セ
ン
タ
ー
（
市
小
川
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
内
）
☎
417
・
４
７

０
７

問
＝
支
援
保
護
課
（
支
援
第
二
担

当
）（
☎
441
・
５
１
２
１
）

　

28
年
度
分
の
市
重
度
障
害
者
タ

ク
シ
ー
利
用
券
の
有
効
期
限
は
３

月
末
で
す
。
継
続
し
て
利
用
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
29
年
度
分
の
交

付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
開
始
日　

３
月
23
日
（
木
）

※
５
月
以
降
に
申
請
し
た
場
合
、

交
付
枚
数
が
減
り
ま
す
。

申
請
方
法　

①
身
体
障
害
者
手

帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
②
印
鑑
（
ス
タ

ン
プ
印
は
不
可
）
を
持
っ
て
、
担

当
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
＝
身
体
・
知
的
障
害
の
方    

支

援
保
護
課
（
支
援
第
二
担
当
）（
☎

441
・
５
１
２
１
、２
階
㉖
番
窓
口
）、

精
神
障
害
の
方    

健
康
づ
く
り
推

進
課（
母
子
・
精
神
保
健
担
当
）（
☎

441
・
２
８
７
３
、
３
階
32
番
窓
口
）

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
制
度

重
度
障
害
者
タ
ク
シ
ー

利
用
券
の
継
続
交
付

飼
い
犬
登
録
と

予
防
注
射
の
お
知
ら
せ

　

法
律
に
基
づ
き
、
生
後
91
日
以

上
の
飼
い
犬
は
、
生
涯
１
回
の
登

録
と
毎
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注

射
が
必
要
で
す
。
左
の
日
程
で
登

録
と
注
射
を
行
い
ま
す
。
ご
都
合

の
よ
い
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

医
療
と
介
護
の
両
方
の
保
険
制

度
を
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
申

請
に
よ
り
、
１
年
間
（
８
月
か
ら

翌
年
７
月
ま
で
）
の
自
己
負
担
額

を
合
算
し
て
、
限
度
額
を
超
え
た

額
を
お
返
し
し
ま
す
。

問
＝
京
都
市
国
保
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
加
入
者    

保
険
年
金

課
（
保
険
給
付
・
年
金
担
当
）（
☎

441
・
５
１
３
８
、
１
階
⑦
番
窓
口
）、

介
護
保
険    

福
祉
介
護
課
（
介
護

保
険
担
当
）（
☎
441
・
５
１
０
７
、

２
階
㉗
番
窓
口
）
※
職
場
の
健
康

保
険
等
の
加
入
者
は
加
入
先
の
医

療
保
険
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

料金
登
録
と
注
射
：
６
千
900
円

注
射
の
み　

：
３
千
300
円

※
ご
来
場
の
際
は
引
き
綱
を
付

け
、
犬
を
制
御
で
き
る
方
が
同
伴

し
、
糞ふ

ん

や
尿
を
始
末
す
る
等
、
マ

ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
＝
衛
生
課(

☎
441
・
２
８
７
６)

※
４
月
３
日
以
降
（
☎
746
・
７
２

１
１
）

29 年度狂犬病予防注射等の日程（４月）
実施日 時間 場所
４日
（火）

14:00～15:00 翔鸞小学校（東門）
15:30～16:00 乾隆小学校（体育館前）

５日
（水）

14:00～15:00 仁和小学校（東門）
15:30～16:00 嘉楽中学校（西北門）

６日
（木）

14:00～15:00 京極小学校（北門）
15:30～16:00 歴史資料館（東門）＊

７日
（金）

14:00～15:00 二条城北小学校（東南門）
15:30～16:00 元待賢小学校（西北門）

９日
（日） 14:00～15:30

西陣中央小学校
（大宮側東門）

10日
（月）

14:00～14:45 室町小学校（西門）

15:15～15:45 みつば幼稚園（北側通用門）

11日
（火）

14:00～14:45 新町小学校（東門）

15:15～15:45 まなびの街生き方探究館（西北門）
12日
（水）

14:00～15:00 正親小学校（西門）
15:30～16:00 元聚楽小学校（東門）

＊元春日小学校は工事中のため歴史資料館で実施

年
金
の
受
給
資
格
期
間
が

短
縮
さ
れ
ま
す

　

29
年
８
月
（
29
年
９
月
分
の
年

金
）
か
ら
老
齢
基
礎
年
金
等
を
受

け
取
る
の
に
必
要
な
受
給
資
格
期

間
が
、
25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ

れ
ま
す
。
こ
の
制
度
改
正
に
よ
り

新
た
に
年
金
を
受
給
で
き
る
方

で
、
日
本
年
金
機
構
で
加
入
期
間

を
把
握
で
き
て
い
る
方
に
対
し
て

は
、
２
月
下
旬
か
ら
順
次
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
請
求
書
が
送
付
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
を
お
願

い
し
ま
す
。
請
求
書
が
届
か
な
い

方
に
つ
い
て
も
、
過
去
に
厚
生
年

金
保
険
の
配
偶
者
や
学
生
、
海
外

在
住
の
期
間
が
あ
る
方
な
ど
に
つ

い
て
は
、
受
給
資
格
期
間
を
満
た

す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
＝
日
本
年
金
機
構
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
・
０
５

・
１
１
６
５    

※
050
で
始
ま
る
電

話
機
か
ら
お
か
け
の
場
合
☎
０
３

・
６
７
０
０
・
１
１
６
５
）

国
民
年
金
か
ら
の

お
知
ら
せ

（３）　平成２９年３月１５日　　第２５５号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　上京区版




